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○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お

け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
七
月
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
及
び
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

大
会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
）
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第
一
条

国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
表
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で

改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

通
報

第
一
節

管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
（
第
二
条

）

―
第
四
条

第
二
節

対
象
空
港
管
理
者
へ
の
通
報
（
第
五
条

）

―
第
八
条

第
三
章

対
象
空
港
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
（
第
九
条

）

―
第
十
五
条

附
則

第
一
章

総
則

（
新
設
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

第
二
章

通
報

（
新
設
）

第
一
節

管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報

（
新
設
）

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
二
条

法
第
十
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

第
二
条

法
第
九
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
対
象
施
設
の
管
理

を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
対
象
施
設
の
管
理

者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（
以
下
「
施
設
管
理
者
等
」
と
い
う
。

者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（
以
下
「
施
設
管
理
者
等
」
と
い
う
。

）
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、
当

）
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、
当

該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲

該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の

飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
部
等
（
海
上
保
安
監
部

飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
部
等
（
海
上
保
安
監
部

、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
航
空
基
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
航
空
基
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
長
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
同
一
の
管
区
海
上
保
安
本
部
に
置
か
れ

。
）
の
長
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
同
一
の
管
区
海
上
保
安
本
部
に
置
か
れ
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る
二
以
上
の
海
上
保
安
部
等
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の

る
二
以
上
の
海
上
保
安
部
等
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の

海
上
保
安
部
等
の
長
。
以
下
「
所
轄
海
上
保
安
部
等
の
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由

海
上
保
安
部
等
の
長
。
以
下
「
所
轄
海
上
保
安
部
等
の
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由

し
て
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
（
次
条
に

し
て
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
（
次
条
に

お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第
十
条

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
は
、
当
該
小
型
無
人
機
等
」
と
あ
る
の
は
「
は

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
は
、
当
該
小
型
無
人
機
等
」
と
あ
る
の
は
「
は

、
施
設
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
小
型
無
人
機
等
」
と
、
「
事
項
」

、
施
設
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
小
型
無
人
機
等
」
と
、
「
事
項
」

と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設

と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設

管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通

管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通

報
書
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設
管
理
者
等
の
同

報
書
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設
管
理
者
等
の
同

意
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

意
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
三
条

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と

第
三
条

法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と

す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す

る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す

る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
所
轄
海
上
保
安
部
等

る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
所
轄
海
上
保
安
部
等

の
長
を
経
由
し
て
、
所
轄
本
部
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
長
を
経
由
し
て
、
所
轄
本
部
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
緊
急
時
の
特
例
）

（
緊
急
時
の
特
例
）

第
四
条

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、

第
四
条

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
へ
の
通
報
は
、

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い

前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に

て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
所
轄
海
上
保
安
部
等
の
長
に
対
し

掲
げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
所
轄
海
上
保
安
部
等
の
長
に
対
し

て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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第
二
節

対
象
空
港
管
理
者
へ
の
通
報

（
新
設
）

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
五
条

操
縦
者
の
う
ち
対
象
空
港
管
理
者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者

（
新
設
）

（
以
下
「
対
象
空
港
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
対
象
空
港
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時

間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
三
号

の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
対
象

空
港
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
日
時

二

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
目
的

三

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
内
の
区
域

四

操
縦
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

五

操
縦
者
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
（
操
縦
者
が
当
該
者
の

勤
務
先
の
業
務
と
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
る

。
）

六

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
種
類
及
び
特
徴
（
製
造
者
、
名
称
、

製
造
番
号
、
色
、
大
き
さ
、
積
載
物
そ
の
他
の
特
徴
を
い
う
。
）

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
対
象
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
管
理
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
通
報
は
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
は
、
対
象
空
港

管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
」
と
、
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
対
象
空
港
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所

及
び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
書
並
び
に
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
対
象
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
証
明
す
る
書
面

の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
六
条

公
務
操
縦
者
が
行
う
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
管
理
者

（
新
設
）

へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
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に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺

地
域
の
対
象
空
港
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
四
号
の
通
報
書

イ

公
務
操
縦
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

ロ

公
務
操
縦
者
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

ハ

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
委
託
し
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
名

称
、
事
務
所
の
所
在
地
、
担
当
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号
（
公
務
操
縦
者
が

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場

合
に
限
る
。
）

二

公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の

飛
行
を
行
う
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
（
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

第
七
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
報
に
係
る

（
新
設
）

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
を
対
象
空
港
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
機
器
の

写
真
を
提
出
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

（
緊
急
時
の
特
例
）

第
八
条

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
前
三

（
新
設
）

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は

、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
の
対
象
空
港
管
理
者
に
対
し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一

操
縦
者
の
う
ち
対
象
空
港
管
理
者
等

第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

操
縦
者
の
う
ち
対
象
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者

第
五
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に

つ
い
て
同
意
を
し
た
対
象
空
港
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
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三

公
務
操
縦
者

第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

第
三
章

対
象
空
港
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置

（
新
設
）

（
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
）

第
九
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し

て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
対
象
空
港
管
理
者
が
管
理
す
る
対
象
施
設
及
び

そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
、
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
命
令
で
あ
る
旨
を
告
げ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
当
該

対
象
施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
と

す
る
。

一

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
を
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地

等
の
上
空
か
ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
。

二

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
を
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地

等
内
の
場
所
に
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
航
空
機
と
の
衝
突
を
予
防
す
る
た
め
の
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
飛
行
の
経
路
の
変
更
そ
の
他
の
当
該
対
象

施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
当
該
対
象
施

設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
以
外
の
場
所
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行

に
関
す
る
措
置
を
除
く
。
）
を
と
る
こ
と
。
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（
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
す
る
職
員
の
要
件
）

第
十
一
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
適
切
な
実
施
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

十
八
歳
未
満
の
者

ロ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違

法
な
行
為
（
警
備
業
の
要
件
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
行
う
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

ニ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令

又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
っ

て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い

も
の

ホ

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

へ

精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
適
正
に
行
う

に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者

（
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
委
任
す
る
者
の
要
件
）
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第
十
二
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
り
委
任
す
る
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
者
に
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
職
務
を
行
わ
せ
る
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
措
置
）

第
十
三
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当
該
措
置
を
と
ら
な
い

場
合
の
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
妨
害
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
は
、
当
該
者
に
対

し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
と
る
措
置
で
あ
る
旨
を
告
げ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
四
条

法
第
十
一
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
同
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
者
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
態
が

急
迫
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
こ
の
措
置
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
口

頭
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
者
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
十
五
条

法
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別

（
新
設
）

記
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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別記様式第一号（第２条関係） 別記様式第一号（第２条関係）

小型無人機等の飛行に関する通報書 小型無人機等の飛行に関する通報書

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律第１０条第３項の規定により通報します。 する法律第９条第３項の規定により通報します。

（略） （略）

備考１・２ （略） 備考１・２ （略）

３ 操縦者欄には、法第１０条第２項第１号又は第２号に掲げる ３ 操縦者欄には、法第９条第２項第１号又は第２号に掲げる小

小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。 型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４～10 （略） ４～10 （略）

別記様式第二号（第３条関係） 別記様式第二号（第３条関係）

小型無人機等の飛行に関する通報書 小型無人機等の飛行に関する通報書

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律第１０条第３項の規定により通報します。 する法律第９条第３項の規定により通報します。

（略） （略）

備考１・２ （略） 備考１・２ （略）

３ 公務操縦者欄には、法第１０条第２項第３号に掲げる小型無 ３ 公務操縦者欄には、法第９条第２項第３号に掲げる小型無人

人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。 機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４～８ （略） ４～８ （略）

別記様式第三号（第５条関係） （新設）

小型無人機等の飛行に関する通報書

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関
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する法律第１０条第３項の規定により通報します。

年 月 日

対象空港管理者 殿

操縦者

印氏名 ○

小型無人機等の

飛行を行う日時 年 月 日 時 分から 時 分まで

小型無人機等の

飛行を行う目的

小型無人機等の

飛行に係る区域

氏 名

生 年 月 日
操縦者

住 所

電 話 番 号

名 称

操縦者の勤務先 所 在 地

電 話 番 号

氏 名同意をした対象

住 所
空港管理者又は

電 話 番 号土地の所有者若

しくは占有者

機器の種類

機器の特徴

製造者 名 称 製造番号

色 大きさ 積 載 物

その他の
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特 徴

外 観

（写真）

備考

備考１ 操縦者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名す

ることができる。

２ 小型無人機等の飛行に係る区域の欄には、小型無人機等の飛

行に係る対象施設周辺地域内の区域を具体的に記載するととも

に、当該区域を示す地図を添付すること。

３ 操縦者欄には、法第１０条第２項第１号又は第２号に掲げる

小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４ 操縦者の勤務先欄には、操縦者が当該者の勤務先の業務とし

て小型無人機等の飛行を行う場合にのみ記載すること。

５ 同意をした対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者

の欄には、操縦者が対象空港管理者又は土地の所有者若しくは

占有者の同意を得た者である場合にのみ記載すること。

６ 同意をした対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者

が複数の場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。

７ 機器の種類欄には、法第２条第３項に定める小型無人機又は



- 13 -

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止

に関する法律施行規則第２条各号に掲げる機器のいずれに該当

するかを記載すること。

８ 製造番号欄には、製造番号、製造記号、管理番号、管理記号

、型番号、品番その他いかなる名称であるかを問わず、小型無

人機等の飛行に係る機器を識別するために付された文字、記号

又は符号を記載すること。

９ 不要の欄は、斜線で消すこと。

10 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別記様式第四号（第６条関係） （新設）

小型無人機等の飛行に関する通報書

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律第１０条第３項の規定により通報します。

年 月 日

対象空港管理者 殿

公務操縦者

印氏名 ○

小型無人機等の

飛行を行う日時 年 月 日 時 分から 時 分まで

小型無人機等の

飛行を行う目的

小型無人機等の

飛行に係る区域

氏 名

公務操縦者 生 年 月 日
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住 所

電 話 番 号

名 称

公務操縦者 所 在 地

の勤務先 電 話 番 号

小型無人機等の 氏 名

事務所の所在地飛行を委託した

担当者の氏名国又は地方公共

団体の機関 電 話 番 号

機器の種類

機器の特徴

製 造 者 名 称 製造番号

色 大 き さ 積 載 物

その他の

特 徴

外 観

（写真）

備考
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備考１ 公務操縦者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署

名することができる。

２ 小型無人機等の飛行に係る区域の欄には、小型無人機等の飛

行に係る対象施設周辺地域内の区域を具体的に記載するととも

に、当該区域を示す地図を添付すること。

３ 公務操縦者欄には、法第１０条第２項第３号に掲げる小型無

人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の

欄には、公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型

無人機等の飛行を行う場合にのみ記載すること。

５ 機器の種類欄には、法第２条第３項に定める小型無人機又は

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止

に関する法律施行規則第２条各号に掲げる機器のいずれに該当

するかを記載すること。

６ 製造番号欄には、製造番号、製造記号、管理番号、管理記号

、型番号、品番その他いかなる名称であるかを問わず、小型無

人機等の飛行に係る機器を識別するために付された文字、記号

又は符号を記載すること。

７ 不要の欄は、斜線で消すこと。

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別記様式第五号（第15条関係） （新設）

（表）

第 号

所 属

写 真 氏 名

生年月日 年 月 日
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に

関する法律第11条第６項の身分証明書

（発行権者） 印

年 月 日 発 行

年 月 日限り有効

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律抜粋

（対象施設の安全の確保のための措置）

第十一条 警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人

機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛

行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設

周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然

に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。

２ 前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜ

られた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないた

めに当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人

機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがな

いときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを

得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該

小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることがで

きる。

（裏）

５ 第一項及び第二項の規定は、対象空港管理者の職務の執行について準用

する。この場合において、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは

「小型無人機等の飛行（当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその

指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。）が」と、
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「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより

」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地

等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあ

るのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるの

は「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若し

くは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同

項及び第二項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及

びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対

象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあ

っては、警察官（海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその

指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海

上保安官）がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官（

海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若し

くは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官

）に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずる

」とあるのは「命じ、若しくは命じさせる」と、「対象施設」とあるのは

「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設」と、「、当該小型

無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとる」とあるのは

「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項

の委任した者にとらせる」と読み替えるものとする。

６ 前項において準用する第一項又は第二項の職務を執行する者は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する

ことその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ７とすること。
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（
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別

措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
重
要
施

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
重
要
施

設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
関
す
る
法
律
（
以
下

設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二

「
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
操
縦
者
」
と

号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
操
縦
者
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は

い
う
。
）
の
う
ち
対
象
空
港
の
管
理
者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（

占
有
者
（
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
あ
っ
て
は
、
正
当
な
権
原
を
有
す
る
者

土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
あ
っ
て
は
、
正
当
な
権
原
を
有
す
る
者
に
限
る
。

に
限
る
。
以
下
「
空
港
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
三
十
一
条
第
一
項

以
下
「
空
港
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
十
条
第

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項
の
規

三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機

定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す

等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記

項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に

様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
空
港
周
辺

係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
の
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も

地
域
の
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第
三
十

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第
三
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
に
つ

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
準
用

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
通
報
は
」
と
あ
る
の
は
「
通

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
通
報
は
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
は
、
空

報
は
、
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
」
と
、
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事

港
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
」
と
、
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に

項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
氏
名

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及

、
住
所
及
び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
書
並
び
に
小
型

び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
書
及
び
小
型
無
人
機
等
の

無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
証
明
す
る
書

飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
」

面
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
三
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無

第
三
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
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人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を

人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を

行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
三
十
一
条

行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
三
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等

無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲

の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

げ
る
書
類
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
の
対
象

を
、
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

第
四
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
報
に
係
る

第
四
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
報
に
係
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
を
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
に
提
示
し

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
を
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
機
器

当
該
機
器
の
写
真
を
提
出
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

の
写
真
を
提
出
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

（
緊
急
時
の
特
例
）

（
緊
急
時
の
特
例
）

第
五
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無

第
五
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無

人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理

人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通

者
へ
の
通
報
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得

報
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で

に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
小
型
無
人

各
号
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
対
象
空
港
の
管
理
者
に
対

機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
の
対
象
大
会
関
係
空
港
の
管
理
者
に
対

し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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別記様式第一号（第２条関係） 別記様式第一号（第２条関係）

小型無人機等の飛行に関する通報書 小型無人機等の飛行に関する通報書

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大

会特別措置法第３１条第１項の規定により読み替えて適用される重要施 会特別措置法第３１条第１項の規定により読み替えて適用される重要施

設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第 設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第

１０条第３項の規定により通報します。 ９条第３項の規定により通報します。

年 月 日 年 月 日

対象大会関係空港の管理者 殿 対象空港の管理者 殿

操縦者 操縦者

印 印氏名 ○ 氏名 ○

（略） （略）

同意をした対象
同意をした対象

大会関係空港の 氏 名 氏 名空港の管理者又
管理者又は土地 住 所 住 所は土地の所有者
の所有者若しく 電話番号 電話番号

若しくは占有者
は占有者

（略） （略）

備考１・２ （略） 備考１・２ （略）

３ 操縦者欄には、法第３１条第１項の規定により読み替えて適用 ３ 操縦者欄には、法第３１条第１項の規定により読み替えて適用

される小型無人機等飛行禁止法第１０条第２項第１号又は第２号 される小型無人機等飛行禁止法第９条第２項第１号又は第２号に

に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。 掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４ （略） ４ （略）

５ 同意をした対象大会関係空港の管理者又は土地の所有者若しく ５ 同意をした対象空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者

は占有者の欄には、操縦者が対象大会関係空港の管理者又は土地 の欄には、操縦者が対象空港の管理者又は土地の所有者若しくは
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の所有者若しくは占有者の同意を得た者である場合にのみ記載す 占有者の同意を得た者である場合にのみ記載すること。

ること。

６ 同意をした対象大会関係空港の管理者又は土地の所有者若しく ６ 同意をした対象空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者

は占有者が複数の場合は、別紙に記載の上、これを添付すること が複数の場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。

。

７～10 （略） ７～10 （略）

別記様式第二号（第３条関係） 別記様式第二号（第３条関係）

小型無人機等の飛行に関する通報書 小型無人機等の飛行に関する通報書

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大

会特別措置法第３１条第１項の規定により読み替えて適用される重要施 会特別措置法第３１条第１項の規定により読み替えて適用される重要施

設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第 設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第

１０条第３項の規定により通報します。 ９条第３項の規定により通報します。

年 月 日 年 月 日

対象大会関係空港の管理者 殿 対象空港の管理者 殿

公務操縦者 公務操縦者

印 印氏名 ○ 氏名 ○

（表 略） （表 略）

備考１・２ （略） 備考１・２ （略）

３ 公務操縦者欄には、法第３１条第１項の規定により読み替えて ３ 公務操縦者欄には、法第３１条第１項の規定により読み替えて

適用される小型無人機等飛行禁止法第１０条第２項第３号に掲げ 適用される小型無人機等飛行禁止法第９条第２項第３号に掲げる

る小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。 小型無人機等の飛行を行おうとする者を記載すること。

４～８ （略） ４～８ （略）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地

域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


